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○栄町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則 

平成２９年１２月２８日 

規則第１９号 

改正 令和元年７月２４日規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）及び介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）に基づく栄町介護予防・

日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「運営規程」とは、改正省令による改正前の基準省令（以下第４条に

おいて「改正前基準省令」という。）第２６条又は第１０１条に規定する事業の運営について

の重要事項に関する規程をいう。 

２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 改正省令 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第

４号） 

（２） 基準省令 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３５号） 

３ 前各項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則

において使用する用語の例による。 

（指定事業者の指定の申請） 

第３条 法第１１５条の４５の５第１項の規定による指定事業者の指定の申請は、第１号訪問事

業指定事業者・第１号通所事業指定事業者指定申請書（別記第１号様式）に当該指定に係る次

の各号に掲げる第１号訪問事業又は第１号通所事業の種類に応じ、当該各号に定める書類を添

付して、行うものとする。 

（１） 旧介護予防訪問介護に相当するサービス 次に掲げる書類 

ア 栄町訪問介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項調書 

イ 栄町訪問介護相当サービス事業所の指定申請に係る必要書類一覧表 

ウ 申請者の登記事項証明書又は履歴（現在）事項全部証明書 

エ 事業所の平面図 

オ 事業所の外観及び内部の様子がわかる写真 

カ 当該申請に係る事業に係る設備・備品一覧表 

キ サービス提供責任者の経歴書 
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ク 運営規程 

ケ 利用者の苦情解決措置概要書 

コ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

サ 従業者の資格者証の写し 

シ 就業規則 

ス 職員配置状況表 

セ 誓約書 

ソ 事業所の管理者名簿 

タ 決算書又は預金通帳の写し 

チ 当該申請に係る事業に係る事業計画書 

ツ 当該申請に係る事業に係る収支予算書 

テ 当該申請に係る事業を行う建物の賃貸借契約書 

ト 当該申請に係る事業において発生した損害賠償事案に対応するための損害賠償保険証書

の写し 

ナ その他指定に関し町長が必要と認める書類 

（２） 旧介護予防通所介護に相当するサービス 次に掲げる書類 

ア 栄町通所介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項調書 

イ 栄町通所介護相当サービス事業所の指定申請に係る必要書類一覧表 

ウ 申請者の登記事項証明書又は履歴（現在）事項全部証明書 

エ 事業所の平面図 

オ 事業所の外観及び内部の様子がわかる写真 

カ 当該申請に係る事業に係る設備・備品一覧表 

キ 当該申請に係る事業において使用する車両の写真及び自動車検査証の写し 

ク 運営規程 

ケ 利用者の苦情解決措置概要書 

コ サービス提供実施単位一覧表 

サ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

シ 従業者の資格者証の写し 

ス 就業規則 

セ 職員配置状況表 

ソ 誓約書 

タ 事業所の管理者名簿 

チ 決算書又は預金通帳の写し 
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ツ 当該申請に係る事業に係る事業計画書 

テ 当該申請に係る事業に係る収支予算書 

ト 当該申請に係る事業を行う建物の賃貸借契約書 

ナ 当該申請に係る事業において発生した損害賠償事案に対応するための損害賠償保険証書

の写し 

ニ 建物安全性等調査票 

ヌ その他指定に関し町長が必要と認める書類 

（令元規則５・一部改正） 

（指定基準） 

第４条 省令第１４０条の６３の６の市町村が定める基準は、改正前基準省令第２章第１節から

第５節までの規定及び第７章第１節から第５節までの規定に定める基準とする。 

（指定の決定等） 

第５条 町長は、第３条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の

可否について決定しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により、指定事業者の指定をすることとしたときは第１号訪問事業指定

事業者・第１号通所事業指定事業者指定決定通知書（別記第２号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により、指定をしないこととしたときは第１号訪問事業指定事業者・

第１号通所事業指定事業者指定申請却下通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知する

ものとする。 

（指定の有効期間） 

第６条 省令第１４０条の６３の７の市町村が定める期間は、６年とする。 

（変更等の届出） 

第７条 指定事業者は、当該指定に係る省令第１４０条の６３の５第１項各号（第３号、第６号

及び第９号から第１１号までを除く。）に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した第１

号事業を再開したときは、その廃止し、又は再開した日から１０日以内に、その旨を町長に届

け出なければならない。 

２ 前項の規定による変更の届出は、指定第１号訪問事業・第１号通所事業変更届出書（別記第

４号様式）により行うものとする。この場合において、申請者は、次の各号に定める変更の事

由に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。 

（１） 第１号通所事業の利用者の定員の増加 従業者の勤務体制及び勤務形態がわかる書類 

（２） 指定事業者に係る管理者の変更 誓約書 

３ 第１項の規定による再開の届出は、指定第１号訪問事業・第１号通所事業再開届出書（別記



4/6 

第５号様式）により行うものとする。 

４ 指定事業者は、第１号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、指定第１号訪問事業・

第１号通所事業廃止（休止）届出書（別記第６号様式）により、その廃止又は休止の日の１月

前までに、町長に届け出なければならない。 

（令元規則５・一部改正） 

（指定事業者の指定の更新の申請） 

第８条 法第１１５条の４５の６第１項の規定による指定事業者の指定の更新の申請は、第１号

訪問事業指定事業者・第１号通所事業指定事業者指定更新申請書（別記第７号様式）により行

うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、第１号訪問事業又は第１号通所事業に係る前項の申請を

しようとする者が既に町長に提出している第３条第１項各号に掲げる書類の内容に変更がない

ときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

（指定の更新の決定） 

第９条 町長は、前条の規定による指定の更新の申請があったときは、速やかにその内容を審査

し、指定の更新の可否について決定しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により、指定事業者の指定の更新をすることを決定したときは第１号訪

問事業指定事業者・第１号通所事業指定事業者指定更新決定通知書（別記第８号様式）により

通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により、指定の更新をしないことを決定したときは第１号訪問事業指

定事業者・第１号通所事業指定事業者指定更新申請却下通知書（別記第９号様式）により、前

条の規定による指定の更新の申請をした者に通知するものとする。 

（指定の取消し等） 

第１０条 町長は、法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消すときは、第１号訪問事

業指定事業者・第１号通所事業指定事業者指定取消通知書（別記第１０号様式）により、当該

指定事業者に通知するものとする。 

２ 町長は、法第１１５条の４５の９の規定により指定の全部又は一部の効力を停止するときは、

期間を定めて第１号訪問事業指定事業者・第１号通所事業指定事業者指定効力停止通知書（別

記第１１号様式）により、当該指定事業者に通知するものとする。 

（公示等） 

第１１条 町長は、法第１１５条の４５の３第１項の指定をしたとき、省令第１４０条の６２の

３第２項第４号の規定により第１号事業の廃止の届出があったとき又は法第１１５条の４５の

９の規定により指定事業者の指定を取り消し、若しくは期間を定めてその指定事業者の指定の

全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。 
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（１） 当該指定事業者の名称 

（２） 当該指定に係る事業所の名称及び所在地 

（３） 指定をし、第１号事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあって

は、その年月日 

（４） 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 

（５） 第１号事業の種類 

（事業所情報の提供） 

第１２条 町長は、法第１１５条の４５の３第１項の指定事業者の指定をしたとき、第６条第１

項の規定による届出、第９条の規定による取消があったとき又は省令第１４０条の６２の３第

２項第４号の規定により第１号事業の廃止又は休止の届出があったときは、千葉県、千葉県国

民健康保険団体連合会に対して、当該指定に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項

を提供することができるものとする。 

（１） 事業所の名称及び所在地 

（２） 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 

（３） 指定等年月日 

（４） 事業開始等年月日 

（５） 運営規程 

（６） 介護保険事業所番号 

（補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、栄町総合事業における指定事業者の指定等に関し必要

な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定により指定事業者の指定の申請をしようとする者が法第７０条第１項の規定に

基づき指定居宅サービス事業に係る指定訪問介護事業者若しくは指定通所介護事業者の指定を

受けている場合又は法第７８の２条第１項の規定に基づき指定地域密着型サービス事業に係る

指定地域密着型通所介護事業者の指定を受けている場合において、既に都道府県知事又は町長

に提出している書類の内容に変更がないときは、当分の間、当該書類の写しに指定訪問介護事

業者若しくは指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の決定を受け

た旨の通知の写しを添付することで、第３条第１項各号に規定する書類の添付があったものと

みなす。 
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３ この規則の施行前になされた指定事業者の指定は、この規則に基づきなされたものとみなす。 

附 則（令和元年７月２４日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に、改正前の栄町介護予防・日常生活支

援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則の規定により調製した用紙は、施行日から

令和元年８月３０日までの間、所用の調整をして使用することができる。 

 


